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 公告 

 公立陶生病院メンテナンス付きカーテン賃貸借に関する事後審査型一般競争入札

（以下「一般競争入札」という。）については次のとおりである。 

 

 令和７年１１月２５日 

公 立 陶 生 病 院 組 合    

管理者 瀬戸市長 川 本 雅 之    

 

１ 一般競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

  公立陶生病院メンテナンス付きカーテン賃貸借 

⑵ 賃貸借場所 

   瀬戸市西追分町１６０番地内外 

 ⑶ 賃貸借期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 ⑷ 賃貸借内容 

公立陶生病院の外来及び病棟等にカーテンを設置し、患者等の療養環境の保持

を図るもの。 

２ 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

 ⑵ 公告日前日において、令和６・７年度あいち電子調査共同システム（物品等

）の瀬戸市に、業務（大分類）「０３：役務の提供等」、営業種目（中分類）

「１１：リース・レンタル」、取扱内容（小分類）「１１：家具・室内装飾・

寝具」及び業務（大分類）「０３：役務の提供等」、営業種目（中分類）「１

０：クリーニング」、取扱内容（小分類）「０３：カーテン」に登録されてい

る者であること。 

⑶ 公告日から入札日までの間において、公立陶生病院組合指名停止取扱要領に

基づく指名停止措置を受けていない者であること。 

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立がな

されている者にあっては、同法に基づく更生手続開始の決定を受けているこ 

と。 

⑸ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者にあっては、同法に基づく再生手続開始の決定を受けているこ

と。 

⑹ クリーニング師を有する職員を配置したクリーニング所を有すること。 

⑺ 公告の日から過去５年間に愛知県内の５００床以上の病院において３年以上

継続してメンテナンス付きカーテン賃貸借業務を履行した実績があること。 
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⑻ 瀬戸市から「瀬戸市が行う契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領」

に基づく排除措置を受けていない者であること。 

３ 入札参加資格の確認申請 

 一般競争入札に参加しようとする者は、別に配付する事後審査型一般競争入札

参加資格確認申請書（第１号様式）（以下「資格確認申請書」という。）に必要

な事項を記入のうえ、公告に記載の期日までに提出しなければならない。 

⑴ 資格確認申請書の提出期間 

令和７年１１月２５日（火）から令和７年１２月４日（木）まで（土曜日及

び日曜日を除く。） 

⑵ 時間 

   午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

⑶ 提出書類 

資格確認申請書 

⑷ 提出場所 

公立陶生病院 北棟３階 財政課 

⑸ その他 

  ア 書類提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

  イ 提出された書類は、返却しないものとする。 

４ 設計図書の閲覧・配付 

設計図書の閲覧、契約事項の提示を希望する者に次のとおり行う。また、資格

確認申請書の提出時に申出があった者に設計図書を配付する。 

⑴ 閲覧・配付期間 

令和７年１１月２５日（火）から令和７年１２月４日（木）まで（土曜日及

び日曜日を除く。） 

⑵ 閲覧・配付時間 

午前９時から午後５時（正午から午後 1時までを除く。） 

⑶ 閲覧・配付場所 

ア 設計図書の閲覧 

  公立陶生病院 北棟３階 総務課施設係 

  イ 設計図書の配布 

公立陶生病院 北棟３階 財政課 

５ 設計図書に関する質問書 

設計図書に関する質問については、次のとおり質問書を持参又は電子メールに

て提出すること。なお、質問が無い場合は、その旨を記載した書類を持参又は電

子メールにて提出すること。 

⑴ 質問書の提出期間 

令和７年１２月５日（金）から令和７年１２月９日（火）まで（土曜日及び

日曜日を除く。） 
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⑵ 質問書の提出時間  

  午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

⑶ 質問書の提出場所 

  公立陶生病院 北棟３階 総務課施設係 

  電子メールアドレス：shisetsu@tosei.or.jp 

６ 設計図書に関する質問の回答 

  令和７年１２月１２日（金）午後５時までに回答を電子メールにて送付する。 

 （質問がない場合は回答を省略する。） 

７ 入札執行の日時 

 ⑴ 日時 

令和７年１２月１９日（金）午後３時 

 ⑵ 場所 

公立陶生病院 敷地内薬局 ２階 多目的室 

８ 入札保証金 

⑴ 一般競争入札に参加しようとする者は、公立陶生病院組合契約規則（以下、

「契約規則」という。）第９条第２項に基づき、その見積る契約金額の１００

分の５以上の入札保証金を令和７年１２月１８日（木）までに納めなければな

らない。 

⑵ 次に掲げる場合においては、契約規則第１２条により、入札保証金の全部又

は一部を免除することができる。 

 ア 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に公立陶生病院組合

を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 

 イ 一般競争入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれ

がないと認められるとき。 

９ 入札の執行 

⑴ 入札は、本人又は委任状を提出した代理人が持参した入札書により行うもの

とし、郵送又は電送による入札書は受け付けない。なお、会場への入場者は２

名以内とする。 

⑵ 入札回数は４回（再度入札は３回）とする。 

⑶ 一般競争入札参加資格を有する者が１者である場合又は入札に参加する者が

１者である場合においても、原則として入札を執行するものとする。 

⑷ 入札参加者は、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額

（消費税抜き）を入札書に記載すること。 

⑸ 落札者は、入札書に記載される入札金額に対応する業務委託費内訳書を提出

しなければならない。 

10 予定価格等 

  予定価格は、落札者決定後に公表する。 
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11 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 ⑴ 入札参加の資格を有しない者のした入札 

 ⑵ 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札 

 ⑶ 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札 

 ⑷ 入札書の入札金額を訂正している入札 

⑸ 入札に際して談合等による不正行為があった入札 

 ⑹ 同一事項の入札に対し、２以上の意思表示をした入札 

 ⑺ 記名及び押印のない入札 

 ⑻ 入札書の記載事項が確認できない入札 

 ⑼ その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札 

12 落札候補者の決定 

 ⑴ 一般競争入札において、予定価格の制限内で最低の価格で入札した者を落札

候補者とし、落札候補者の次の順位で入札した者を次順位者とし、入札参加資

格の確認が終了するまで落札を保留するものとする。 

 ⑵ 前号の落札候補者となるべき同価の入札をした者が２以上あるときは、くじ

により落札候補者及び順位者を決定するものとする。 

13 入札参加資格書の提出 

  落札候補者は契約担当者が指定した期限までに第２項第２号、第６号及び第７

号について確認できる書類を契約担当者に提出しなければならない。 

14 入札参加資格の確認 

 ⑴ 落札候補者に対して入札参加資格要件（以下「参加要件」という。）を審査

し、参加資格要件を満たす場合は落札者とする。 

 ⑵ 前項の確認の結果、落札候補者が参加要件を有していないと認めた場合には

、当該落札候補者の入札を無効とする。この場合においては、次順位者を新た

に落札候補者とし、第１２項の規定により新たな落札候補者に対する次順位者

を決定して、前項の確認を行うものとする。 

 ⑶ 前項の確認は、入札参加者のうち落札者が決定するまで行うものとする。 

15 契約 

  契約書の作成を必要とする。 

16 契約保証金 

 ⑴ 落札者は、契約規則第３３条に基づき、契約金額の１００分の１０以上の金

額の契約保証金を納めなければならない。 

⑵ 落札者が次のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付

を免除するものとする。 

  ア 落札者が保険会社との間に当組合を被保険者とする履行保証保険契約を締

結したとき。 

  イ 落札者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及
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び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第１００条の３第２号の規定により

財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。 

ウ 落札者が過去２年間に国（公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と種

類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、これらをす

べて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認め

られるとき。 

17 支払条件 

  協議の上決定するものとする。 

18 その他 

⑴ 当該公告に記載していない事項については、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）、同法施行令（昭和２２年政令第１６号）、契約規則等の定めによる。 

⑵ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした場合は、公立陶生病院組合指名停止要

領に基づき、指名停止を行うことがある。 

19 問い合わせ先 

  公立陶生病院組合 財政課 

  瀬戸市西追分町 160 番地  

電話 0561-82-5101（内線 5332） 

ＦＡＸ 0561-82-9139 


